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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素が具備された第１基板と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第１及び第２基板の間に介在する電気泳動物質と、
　前記第１基板及び前記第２基板の中でいずれか一基板側に具備された第１電極と、
を含み、
　各画素は、
　前記第１基板の上に具備され、前記第２基板を通過して入射された光を反射する反射部
と、
　前記反射部と隣接するように前記第１基板上に具備される第２電極と、を含み、
　前記第２電極は、前記第１電極と電界を形成して前記電気泳動物質を前記第２電極の上
へ移動させるか、或いは前記第１電極の上へ移動させ、
　前記第２電極の上面は、前記第１基板から第１の高さに位置し、前記反射部の最上層の
上面は、前記第１の高さより高い第２の高さに位置し、
　前記反射部は、
　前記第１基板の上に具備されて前記光を反射させる反射層と、
　前記反射層上に具備される色発現層と、
　前記色発現層より低い屈折率を有する中間層と、
を含み、
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　前記反射層は前記色発現層と第１基板の間に介在され、
　前記中間層は、前記反射層と前記色発現層との間に介在されることを特徴とする電気泳
動表示装置。
【請求項２】
　前記反射層と前記色発現層とは互いに異なる屈折率を有し、互いにオーバーラップされ
る、請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項３】
　前記中間層は透明有機膜、透明導電膜、及び透明無機絶縁膜の中で少なくとも１つの膜
で形成され、
　前記反射層は０．１μｍの厚さを有し、前記色発現層は３μｍの厚さを有し、前記中間
層は０．２μｍ乃至２μｍの厚さを有することを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表
示装置。
【請求項４】
　前記反射部は、前記電気泳動物質を収容し、
　前記反射部の側面のよって定義された収容溝を有し、前記第２電極は前記収容溝に位置
することを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項５】
　前記収容溝を定義する前記反射部の側壁はテーパー形状を有し、
　前記第２電極の両端部は前記反射部の側壁を部分的にカバーし、
　前記第２電極は、前記色発現層と部分的にオーバーラップされることを特徴とする請求
項４に記載の電気泳動表示装置。
【請求項６】
　前記第１基板と前記第２基板との間に介在され、前記各画素が具備された画素領域を区
画する隔壁をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項７】
　前記第２電極は前記隔壁と前記反射部との間に具備され、前記第２電極側へ移動した前
記電気泳動物質は前記隔壁と前記反射部との間の離隔空間に収容されることを特徴とする
請求項６に記載の電気泳動表示装置。
【請求項８】
　前記電気泳動物質は誘電性溶媒及び前記誘電性溶媒内に分散された複数の電気泳動粒子
を含み、
　前記隔壁と前記反射部とは前記電気泳動粒子の直径より大きい幅に離隔されることを特
徴とする請求項７に記載の電気泳動表示装置。
【請求項９】
　前記第１基板の上面には前記隔壁と前記反射部との間の前記離隔空間に対応して形成さ
れたトレンチが提供され、
　前記反射部は、互に所定間隔に離隔された複数のサブ反射部に分割され、前記第２電極
は互に隣接する２つのサブ反射部の間に具備され、
　前記第２電極側へ移動する前記電気泳動物質は、前記互に隣接する２つのサブ反射部の
間の離隔空間に収容されることを特徴とする請求項７に記載の電気泳動表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気泳動表示装置に関し、より詳細には反射率を向上させることができる電気
泳動表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、平板表示装置の中の１つである液晶表示装置は、液晶の光学特性を利用して
映像を表示し、陰極線管表示装置に比べて薄くて軽い特徴を有する。しかし、液晶表示装
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置は、液晶に光を提供するバックライトアセンブリーを必要とするので、薄型化及び軽量
化に限界がある。
【０００３】
　一方、電気泳動表示装置は、帯電された顔料粒子が上／下部基板の間に形成された電界
によって移動する現象、即ち、電気泳動を利用して映像を表示する。電気泳動表示装置は
顔料粒子を通じて外部から入射された光を反射又は吸収して映像を表示する反射型表示装
置であるので、別の光源を具備する必要がない。したがって、電気泳動表示装置は、液晶
表示装置に比べて厚さが薄くて軽い特徴を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国特許公開第１０－２００９－００７３８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、反射率を向上させることができる電気泳動表示装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による電気泳動表示装置は、複数の画素が具備された第１基板、前記第１基板に
対向する第２基板、前記第１及び第２基板の間に介在する電気泳動物質、及び前記第１基
板と前記第２基板との中でいずれか一基板側に具備された第１電極を含む。
【０００７】
　各画素は、前記第１基板の上に具備され、前記第２基板を通過して入射された光を反射
する反射部、及び前記反射部と隣接するように前記第１基板上に具備される第２電極を含
む。前記第２電極は、前記第１電極と電界を形成して前記電気泳動物質を前記第２電極の
上へ移動させるか、或いは前記第１電極の上へ移動させ、前記第２電極の上面は、前記第
１基板から第１の高さに位置し、前記反射部の最上層の上面は前記第１の高さより高い第
２の高さに位置する。
【発明の効果】
【０００８】
　このような電気泳動表示装置によれば、前記反射部が互に異なる屈折率を有する少なく
とも２つ以上の層が積層された構造でなされることによって、外部から入射された光の反
射効率を向上させることができる。
【０００９】
　また、ホワイト駆動の時、電気泳動粒子が前記反射部と隔壁との間の空間に収容される
ことによって、前記電気泳動表示装置の開口率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図２Ａ】ホワイト駆動の時の画素の平面図である。
【図２Ｂ】ブラック駆動の時の画素の平面図である。
【図３】本発明の他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図４】第２電極と反射部との位置関係を示した断面図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による反射部の構造を示した断面図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による反射部の構造を示した断面図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態による反射部の構造を示した断面図である。
【図５Ｄ】本発明の実施形態による反射部の構造を示した断面図である。
【図６】透明有機膜の異なる厚さにおける反射部の反射率を示したグラフである。
【図７Ａ】本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
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【図７Ｂ】本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
【図７Ｃ】本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
【図７Ｄ】本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
【図７Ｅ】本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
【図８Ａ】本発明の実施形態による第１電極の構造を示した平面図である。
【図８Ｂ】本発明の実施形態による第１電極の構造を示した平面図である。
【図８Ｃ】本発明の実施形態による第１電極の構造を示した平面図である。
【図８Ｄ】本発明の実施形態による第１電極の構造を示した平面図である。
【図９】本発明の他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図１０】本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図１１】本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図１２】本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図１３】本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【図１４】本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の一画素を示した斜視図で
ある。
【図１５】図１４に図示されたＩ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【図１６Ａ】反射部に提供される開口部の形状を示した平面図である。
【図１６Ｂ】反射部に提供される開口部の形状を示した平面図である。
【図１６Ｃ】反射部に提供される開口部の形状を示した平面図である。
【図１７】本発明の他の実施形態による画素の断面図である。
【図１８】本発明の他の実施形態による画素の断面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態による画素の断面図である。
【図２０】本発明のその他の実施形態による画素の断面図である。
【図２１】本発明のその他の実施形態による画素の断面図である。
【図２２Ａ】第２電極のある形状における第１及び第２基板の間の水平電界分布を示した
波形図である。
【図２２Ｂ】第２電極のある形状における第１及び第２基板の間の水平電界分布を示した
波形図である。
【図２３Ａ】第２電極のある形状における第１及び第２基板の間の垂直電界分布を示した
波形図である。
【図２３Ｂ】第２電極のある形状における第１及び第２基板の間の垂直電界分布を示した
波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以降の実施形態では、特定の実施形態を図面に例示し、本文で詳細に説明する。しかし
、本発明は、多様な変更を加えることができ、様々な形態を有することができるので、説
明される特定の開示形態に本発明を限定しようとすることでない。本発明は、特定の開示
形態から解釈される本発明の思想及び技術範囲に含まれる全てに変更されてもよく、特定
の開示形態の均等物乃至代替物を含むこととして理解しなければならない。
【００１２】
　各図面の説明にあたり、類似な参照符号を類似な構成要素に対して使用した。添付され
た図面において、構造物の寸法は本発明を明確に説明するために実際より拡大して示した
ものである。“第１”、“第２”等の用語は多様な構成要素を説明するために使用される
が、構成要素は用語によって限定されない。前記用語は１つの構成要素を他の構成要素か
ら区別する目的のみに使用される。例えば、本発明の権利範囲を逸脱しないならば、第１
構成要素は第２構成要素と称されてもよく、同様に、第２構成要素も第１構成要素と称さ
れてもよい。単数の表現は、文脈上明確に単数であることを指定しない限り、複数の表現
を含む。
【００１３】
　本出願で、“包含する”又は“有する”等の用語は、明細書上に記載された特徴、数字



(5) JP 5809553 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

、段階、動作、構成要素、部品又はこれらの組合せが存在することを指定しようとするも
のであるが、１つ又はそれ以上の異なる特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品又は
これらの組合せの存在又は付加可能性を予め排除しないこととして理解しなければならな
い。反対に層、膜、領域、板等の部分が他の部分“上に”あるとする場合、これは他の部
分の“すぐ上に”にある場合のみでなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。反
対に層、膜、領域、板等の部分が他の部分の“下に”あるとする場合、これは他の部分の
“すぐ下に”にある場合のみでなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。以下、
添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００１４】
　図１は本発明の一実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【００１５】
　図１を参照すれば、電気泳動表示装置１００は、複数の画素１３０が具備された第１基
板１０１、前記第１基板１０１と対向する第２基板１０２、前記第１基板１０１と前記第
２基板１０２との間に介在された電気泳動物質１５０、及び前記第２基板１０２側に具備
された第１電極１６０を含む。前記電気泳動物質１５０は、誘電性溶媒１５１及び前記誘
電性溶媒内に分散された複数の電気泳動粒子１５２を含む。前記電気泳動粒子１５２は、
白色、黒色、赤色、緑色又は青色等のカラーで着色された粒子であるとよい。前記電気泳
動粒子１５２は、２つの基板１０１、１０２との間に形成された電界の方向に沿って移動
する特性を有する。
【００１６】
　前記複数の画素１３０の各々は、反射部１１０及び第２電極１２０からなる。具体的に
、前記反射部１１０は、前記第１基板１０１の上に具備されてホワイト領域ＷＡを定義し
、前記第２基板１０２を通過して入射された光を反射する。また、前記反射部１１０は、
少なくとも２つ以上の層が積層された構造で形成されるが、本発明の一例として、前記反
射部１１０は互いにオーバーラップされるように配列された３つの層が積層された構造で
形成されている。
【００１７】
　前記第２電極１２０は、前記反射部１１０の縁を沿って前記第１基板１０１の上に具備
される。即ち、前記第２電極１２０は、前記反射部１１０の外部エッジ、または縁の外側
に位置する。また、前記第２電極１２０は前記第１電極１６０との間に電界を形成し、前
記電界の方向に沿って前記電気泳動粒子１５２は前記第２電極１２０側へ移動して前記反
射部１１０の縁に位置するか、或いは前記第１電極１６０側へ移動することができる。図
面に図示していないが、前記第２電極１２０は、画素毎に具備されたスイッチング素子と
電気的に連結され、スイッチング素子のオン／オフ動作によって電圧を印加できる。
【００１８】
　前記電気泳動表示装置１００は、前記第１基板１０１と前記第２基板１０２との間に介
在され、前記各画素１３０が具備された画素領域ＰＡを区画する隔壁１４０をさらに含む
。
【００１９】
　前記第２電極１２０は、前記隔壁１４０と前記反射部１１０との間に具備され、前記第
２電極１２０側へ移動された前記電気泳動粒子１５２は、前記隔壁１４０と前記反射部１
１０との間の離隔空間Ｒｓに収容される。本発明の一例として、前記電気泳動粒子１５２
は黒色粒子からなるとよく、この場合、前記電気泳動粒子１５２はカーボンブラック（ｃ
ａｒｂｏｎ　ｂｌａｃｋ）からなるとよい。
【００２０】
　前記電気泳動粒子１５２が（＋）極性を有する場合、前記第１電極１６０へ第１の電圧
が印加され、前記第２電極１２０へ第１の電圧より高い第２の電圧が印加されれば、前記
電気泳動粒子１５２は前記第１電極１６０側へ移動する。このような場合を以下では‘ブ
ラック駆動’と称する。また、前記電気泳動粒子１５２が（＋）極性を有する場合、前記
第１電極１６０へ第１の電圧が印加され、前記第２電極１２０へ第１の電圧より低い第３
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の電圧が印加されれば、前記電気泳動粒子１５２は前記第２電極１２０側へ移動して前記
隔壁１４０と前記反射部１１０との間の前記空間Ｒｓに収容される。このような場合を以
下では‘ホワイト駆動’と称する。
【００２１】
　前記電気泳動粒子１５２が（－）極性を有する場合にはこれと反対に動作する。
【００２２】
　図２Ａはホワイト駆動の時の画素の平面図であり、図２Ｂはブラック駆動の時の画素の
平面図である。
【００２３】
　図２Ａを参照すれば、ホワイト駆動の時、前記電気泳動粒子１５２は前記第２電極１２
０側へ移動するので、前記電気泳動粒子１５２は前記隔壁１４０と前記反射部１１０との
間の空間Ｒｓに収容され得る。即ち、ホワイト駆動の時、前記電気泳動粒子１５２は前記
反射部１１０の縁へ全て移動するので、前記反射部１１０は前記第２基板１０２を通じて
入射された光を反射することができる。その結果、前記画素１３０は、ホワイト階調を表
示することができる。
【００２４】
　一方、図２Ｂを参照すれば、ブラック駆動の時、前記電気泳動粒子１５２は前記第１電
極１６０側へ移動して前記画素領域ＰＡを全体的にカバーする。したがって、前記第２基
板１０２を通過した光は黒色の前記電気泳動粒子１５２によって吸収され、その結果、前
記画素１３０はブラック階調を表示することができる。
【００２５】
　ホワイト駆動の時、前記隔壁１４０と前記反射部１１０との間の離隔空間Ｒｓに前記電
気泳動粒子１５２が全て収容されるためには、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１が少なくとも前
記電気泳動粒子１５２各々の直径より大きくなければならない。特に、前記離隔空間Ｒｓ
の幅Ｗ１は、前記電気泳動粒子１５２の直径、前記画素領域ＰＡの長さＬ１、及び前記画
素領域ＰＡの幅Ｗ２によって決定され得る。
【００２６】
　例えば、前記画素領域ＰＡの長さＬ１が３００μmであり、幅Ｗ２が１００μmである場
合、前記電気泳動粒子１５２の直径に合わせて、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１と深さは、下
のように設定されるとよい。前記深さは図２Ａの第１方向Ｄ１及び第２方向Ｄ２に直交す
る第３方向の長さである。
【００２７】
【表１】

　＜表１＞によれば、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１が一定である時、前記電気泳動粒子１５
２の直径が増加するほど、前記離隔空間Ｗ１の深さは増加されなければならない。また、
前記電気泳動粒子１５２の直径が一定である時、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１が増加されれ
ば、前記離隔空間Ｒｓの深さは浅くてもよくなる。ここで、前記離隔空間Ｒｓの深さは、
前記反射膜１１０の厚さを調節することによって変更させることができる。
【００２８】
　一方、前記画素領域ＰＡの長さＬ１が４５０μmであり、幅Ｗ２が１５０μmである場合
、前記電気泳動粒子１５０の直径に合わせて、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１と前記第２方向
に向かう深さは、下のように設定されるとよい。
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【００２９】
【表２】

　＜表２＞によれば、前記画素領域ＰＡの大きさが増加すれば、前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ
１も増加することができる。
【００３０】
　前記画素領域ＰＡのサイズが４５０×１５０に定められた状態で、前記離隔空間Ｒｓの
幅Ｗ１を増加させれば、その分前記画素領域ＰＡで前記反射部１１０が占める面積が減少
される。前記反射部１１０の大きさは、ホワイト駆動の時、開口率を決定する要素になる
ので、前記電気泳動粒子１５２を収容するために前記離隔空間Ｒｓの幅Ｗ１を無制限に増
加させることはできない。したがって、本発明の一実施形態において、前記離隔空間Ｒｓ
の幅Ｗ１を増加させるよりも前記離隔空間Ｒｓの深さを増加させるほうがより好ましい。
図３は、本発明の他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【００３１】
　図３を参照すれば、前記第１基板１０１には上面から所定の深さに陥没されて形成され
たトレンチ１０１ａが提供される。特に、前記トレンチ１０１ａは、前記隔壁１４０と前
記反射部１１０とが互に離隔された空間Ｒｓに対応して形成されるとよい。したがって、
前記隔壁１４０と前記反射部１１０との間に形成された離隔空間Ｒｓの深さは、前記トレ
ンチ１０１ａが形成された分増加する。このように、前記トレンチ１０１ａによって前記
離隔空間Ｒｓの深さが増加すれば、前記離隔空間Ｒｓの幅を減少させることができるので
、定められた前記画素領域ＰＡで前記反射部１１０が占める面積を増加させることができ
る。したがって、前記電気泳動表示装置１００の前記反射部１１０の反射率を向上させる
ことができる。
【００３２】
　一方、前記第２電極１２０は、前記トレンチ１０１ａ内に具備されるとよい。
【００３３】
　図１及び図３では、前記第２電極１２０が前記反射部１１０と所定間隔だけ離隔された
構造を提示した。しかし、前記第２電極１２０は、前記反射部１１０と部分的にオーバー
ラップされていてもよい。
【００３４】
　図４は、第２電極と反射部との位置関係を示した断面図である。
【００３５】
　図４を参照すれば、前記反射部１１０は、前記第１基板１０１の上に具備されて前記第
２基板１０２を通じて入射された光をミラー反射させる反射層１１１、前記反射された光
を散乱及び透過させる色発現層１１２、及び前記色発現層１１２と前記反射層１１１との
間に介在し、前記色発現層１１２より低い屈折率を有する中間層１１３を含む。
【００３６】
　前記第２電極１２０は、前記反射部１１０と部分的にオーバーラップされてもよい。具
体的に、前記第２電極１２０は、前記反射部１１０の最上層である前記色発現層１１２と
部分的にオーバーラップされてもよい。
【００３７】
　このように、前記色発現層１１２が前記第２電極１２０とオーバーラップされれば、前
記色発現層１１２と前記第２電極１２０が離隔された構造でより前記画素領域ＰＡに占め
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る前記色発現層１１２の全体面積を増加させることができる。
【００３８】
　図５Ａ乃至図５Ｄは本発明の実施形態による反射部の構造を示した断面図である。
【００３９】
　図５Ａを参照すれば、前記反射部１１０は、前記光をミラー反射させる反射層１１１、
前記反射された光を散乱及び透過させる色発現層１１２、及び前記色発現層１１２と前記
反射層１１１との間に介在し、前記色発現層１１２より低い屈折率を有する中間層１１３
を含む。
【００４０】
　本発明の一例として、前記反射層１１１はアルミニウムＡｌのように反射率が高い物質
からなるとよい。また、前記反射層１１１は約０．１μmの厚さを有するとよい。
【００４１】
　一方、前記色発現層１１２は、白色のフォトレジスターで形成されるとよい。本発明の
一例として、前記白色のフォトレジスターは大略２．８９の屈折率を有するチタン酸化膜
ＴｉＯ２から形成されるとよい。また、前記色発現層１１２は、前記白色のフォトレジス
ターに散布された複数の散乱粒子（図示せず）を包含してもよい。本発明の一例として、
前記色発現層１１２は、フォト工程を通じて長方形の形態にパターニングされ、約３μm
の厚さを有するとよい。
【００４２】
　前記中間層１１３は、前記色発現層１１２より低い屈折率を有する物質から形成される
。本発明の一例として、前記中間層１１３は、透明無機膜、透明有機膜及び透明導電膜の
中で少なくとも１つの層で形成されるとよい。前記透明無機膜は、シリコン窒化膜ＳｉＮ
ｘ又はシリコン酸化膜ＳｉＯｘから形成されるとよい。前記透明有機膜は、アクリル系樹
脂等から形成されるとよい。また、前記透明導電膜はインジウムスズ酸化物ＩＴＯ又はイ
ンジウムジンク酸化物ＩＺＯから形成されるとよい。
【００４３】
　前記シリコン窒化膜ＳｉＮｘは、およそ２．０乃至２．１の屈折率を有し、前記シリコ
ン酸化膜ＳｉＯｘは、およそ１．４６の屈折率を有する。また、前記インジウムスズ酸化
物ＩＴＯ及びインジウムジンク酸化物ＩＺＯは、およそ２．１乃至２．２の屈折率を有す
る。前記アクリル系樹脂は、およそ１．５４の屈折率を有する。
【００４４】
　また、前記透明無機膜及び透明導電膜は、およそ０．２μmの厚さに形成され、前記透
明有機膜は、およそ２μmの厚さに形成されるとよい。
【００４５】
　前記中間層１１３が０．２μmの厚さを有するシリコン窒化膜ＳｉＮｘから形成された
場合、前記反射部１１０の反射率はおよそ６６％であり、前記中間層１１３が０．２μm
の厚さを有するインジウムジンク酸化物ＩＺＯから形成された場合、前記反射部１１０の
反射率はおよそ７１％である。一方、前記中間層１１３が約２μmの厚さを有する透明有
機膜で形成された場合、前記反射部１１０の反射率はおよそ７４％となり、最も高くなる
。
【００４６】
　図６は、透明有機膜の異なる厚さにおける反射部の反射率を示したグラフである。図６
において、第１グラフＧ１は、中間層１１３無しで単に３μm厚さの色発現層１１２と反
射層１１１とを含む反射部１１０の反射率を示す。第２グラフＧ２は、３μm厚さの色発
現層１１２と１μm厚さの透明有機膜１１３及び反射層１１１を含む反射部１１０の反射
率を示す。第３グラフＧ３は、３μm厚さの色発現層１１２と２μm厚さの透明有機膜１１
３及び反射層１１１を含む反射部１１０の反射率を示す。第４グラフＧ４は、３μm厚さ
の色発現層１１２と３μm厚さの透明有機膜１１３及び反射層１１１を含む反射部１１０
の反射率を示す。
【００４７】
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　第５グラフＧ５は、中間層１１３無しで単に４μm厚さの色発現層１１２と反射層１１
１とを含む反射部１１０の反射率を示す。第６グラフＧ６は、４μm厚さの色発現層１１
２と１μm厚さの透明有機膜１１３及び反射層１１１を含む反射部１１０の反射率を示す
。第７グラフＧ７は、４μm厚さの色発現層１１２と２μm厚さの透明有機膜１１３及び反
射層１１１を含む反射部１１０の反射率を示す。第８グラフは、４μm厚さの色発現層１
１２と３μm厚さの透明有機膜１１３及び反射層１１１を含む反射部１１０の反射率を示
す。
【００４８】
　図６を参照すると、前記色発現層１１２の厚さが３μmから４μmに増加するほど、反射
率が増加されることになり、前記透明有機膜１１３の厚さが増加するほど、前記反射率が
増加されることになる。
【００４９】
　また、前記透明有機膜１１３無しで前記色発現層１１２と反射層１１１のみで形成され
た構造より前記透明有機膜１１３を具備する反射部１１０の方が反射率がさらに高くなる
。
【００５０】
　したがって、前記色発現層１１２の厚さを増加させながら、前記中間層１１３を前記色
発現層１１２と前記反射層１１１との間に介在させれば、前記反射部１１０の反射率を向
上させることができる。即ち、定められた大きさの画素領域で前記反射部１１０の全体面
積を増加させないで、前記色発現層１１２の厚さを調節するか、或いは前記色発現層１１
２と前記反射層１１１との間に前記中間層１１３を介在することのみでも前記反射部１１
０の反射率を向上させることができる。
【００５１】
　一方、図５Ｂを参照すれば、本発明の他の実施形態による反射部１１４は、前記反射層
１１１、前記色発現層１１２、前記反射層１１１と前記色発現層１１２との間に介在する
第１中間層１１３ａ及び第２中間層１１３ｂを含む。
【００５２】
　本発明の一例として、前記第１中間層１１３ａは、前記反射層１１１の上に具備され、
シリコン窒化膜ＳｉＮｘから形成されるとよい。前記第２中間層１１３ｂは、前記第１中
間層１１３ａの上に具備され、透明有機膜で形成されるとよい。前記第１中間層１１３ａ
は、０．２μmの厚さを有し、前記第２中間層１１３ｂは、２μmの厚さを有する。この場
合、前記反射部１１４はおよそ７０％の反射率を有することができる。
【００５３】
　一方、本発明の他の一例として、前記第１中間層１１３ａは、透明導電膜で形成され、
前記第２中間層１１３ｂは透明有機膜で形成されてもよい。前記第１中間層１１３ａは、
０．２μmの厚さを有し、前記第２中間層１１３ｂは、２μmの厚さを有する。この場合、
前記反射部１１４はおよそ７３％の反射率を有することができる。
【００５４】
　図５Ｃを参照すれば、本発明のその他の実施形態による反射部１１６は、前記反射層１
１１、前記色発現層１１２、前記反射層１１１と前記色発現層１１２との間に介在する中
間層１１３、及び前記色発現層１１２上に具備されたダミー層１１５を含む。
【００５５】
　前記ダミー層１１５は、前記中間層１１３と同一な物質から形成されるとよい。本発明
の一例として、前記中間層１１３及びダミー層１１５の各々は、１μmの厚さを有する透
明有機膜でなされるとよい。この場合、前記反射部１１６はおよそ７４％の反射率を有す
ることができる。
【００５６】
　図５Ｄを参照すれば、本発明のその他の実施形態による反射部１１８は、前記反射層１
１１、第１色発現層１１２ａ、前記反射層１１１と前記第１色発現層１１２ａとの間に介
在する第１中間層１１７ａ、第２色発現層１１２ｂ、及び前記第１色発現層１１２ａと前
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記第２色発現層１１２ｂとの間に介在する第２中間層１１７ｂを含む。
【００５７】
　前記第１及び第２色発現層１１２ａ、１１２ｂは互に白色のフォトレジスターで形成さ
れ、１．５μmの厚さを有する。即ち、前記第１及び第２色発現層１１２ａ、１１２ｂは
、図５Ａに図示された色発現層１１２の厚さの半分に該当する厚さを有するとよい。前記
第１及び第２中間層１１７ａ、１１７ｂの各々は、透明有機膜でなされ、１μmの厚さを
有する。この場合、前記反射部１１８はおよそ７４％の反射率を有することができる。
【００５８】
　以上、実施形態では、前記色発現層１１２がホワイトカラーを有し、前記電気泳動粒子
１５２がブラックカラーを有する場合を一例として説明したが、前記色発現層１１２はレ
ッド、グリーン、ブルー又はブラックカラーの中でいずれか１つのカラーを有してもよく
、この場合、前記電気泳動粒子１５２はホワイトカラーを有するとよい。
【００５９】
　図７Ａ乃至図７Ｅは、本発明の実施形態による第２電極の構造を示した平面図である。
【００６０】
　図７Ａを参照すれば、前記画素領域ＰＡ内には平面から見る時、長方形形状を有する前
記反射部１１０が具備され、前記反射部１１０の縁に沿って前記第２電極１２０が提供さ
れる。前記第２電極１２０は閉ループ形態で形成され、前記隔壁１４０と前記反射部１１
０との間に具備される。
【００６１】
　前記第１及び第２電極１６０、１２０の間に形成された電界の方向に沿って、前記電気
泳動粒子１５２は前記第１電極１６０又は前記第２電極１２０側へ移動する。即ち、前記
電気泳動粒子１５２が前記第１電極１６０側にホールドされた状態で前記電界の方向が変
われば、前記電気泳動粒子１５２は前記第２電極１２０側へ移動して前記反射部１１０の
縁に設けられた前記離隔空間Ｒｓに収容される。前記電気泳動粒子１５２が前記第２電極
１２０側にホールドされた状態で前記電界の方向が変われば、前記電気泳動粒子１５２は
前記第１電極１６０側へ移動する。
【００６２】
　しかし、前記第１電極１６０の中心部で前記離隔空間Ｒｓまでの距離は、前記第１電極
１６０のエッジ部で前記離隔空間Ｒｓまでの距離より長い。したがって、前記電気泳動粒
子１５２が前記第１電極１６０側にホールドされた位置にしたがって、前記離隔空間Ｒｓ
まで移動するのに所要される時間が異なることになる。即ち、前記第１電極１６０の中心
部にホールディングされた前記電気泳動粒子１５２は、前記第１電極１６０のエッジ部に
ホールディングされた前記電気泳動粒子１５２より前記離隔空間Ｒｓに収容されるまでよ
り長い時間がかかる。
【００６３】
　したがって、本発明では前記電気泳動粒子１５２が前記離隔空間Ｒｓに収容されるため
に移動する距離を減少させながら、位置にしたがう前記電気泳動粒子１５２の移動距離の
偏差を減少させるための実施形態を提供する。
【００６４】
　図７Ｂを参照すれば、前記第２電極１２０は、第１方向Ｄ１に延長された第１分割電極
１２１及び前記第１方向Ｄ１と垂直になる第２方向Ｄ２に延長された第２分割電極１２２
を含む。前記第１及び第２分割電極１２１、１２２は、前記画素領域ＰＡの中心部で交差
する。前記第１及び第２分割電極１２１、１２２は、互に電気的に絶縁されていてもよい
。しかし、図７Ｂでは、前記第１及び第２分割電極１２１、１２２が電気的に接続された
構造を一例として図示した。
【００６５】
　前記第１及び第２分割電極１２１、１２２によって、前記反射部１１０は互に所定間隔
だけ離隔された第１乃至第４サブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄに分割
される。したがって、前記画素領域ＰＡには十字形態の離隔空間Ｒｓが提供される。前記
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離隔空間Ｒｓには前記第２電極１２０側へ移動された前記電気泳動粒子１５２が収容され
る。
【００６６】
　このように、前記反射部１１０を４つのサブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１
１０ｄに分割すれば、各サブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄの中心点で
前記離隔空間Ｒｓまでの垂直距離ｄ２は図７Ａに図示された反射部１１０の中心点で前記
離隔空間Ｒｓまでの垂直距離ｄ１の１／２に該当する。したがって、前記反射部１１０が
前記４つのサブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄに分割されれば、前記電
気泳動粒子１５２の移動距離及び移動時間を減少させることができる。
【００６７】
　図７Ｃを参照すれば、前記第２電極１２０は、第１方向Ｄ１に延長され、互に所定間隔
だけ離隔された第１及び第３分割電極１２１ａ、１２１ｂ、及び、前記第２方向Ｄ２に延
長され、互に所定間隔だけ離隔された第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂを含む。
前記第１分割電極１２１ａは、前記第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂと交差し、
前記第３分割電極１２１ｂは、前記第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂと交差する
。
【００６８】
　前記第１及び第３分割電極１２１ａ、１２１ｂは、互に電気的に接続され、前記第２及
び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂは互に電気的に接続される。しかし、前記第１分割電
極１２１ａは、前記第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂと電気的に絶縁され、前記
第３分割電極１２１ｂは、前記第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂと電気的に絶縁
されていてもよい。しかし、図７Ｃは、第１乃至第４駆動電極（１２１ａ乃至１２２ｂ）
が互いに電気的に接続された構造を開示する。
【００６９】
　前記反射部１１０は、前記第１乃至第４分割電極１２１ａ、１２２ａ、１２１ｂ、１２
２ｂによって定義された領域に配置されたメーン反射部１１０－ｍ、前記メーン反射部１
１０－ｍの周辺に配置された第１乃至第８サブ反射部１１０－ｓ１、１１０－ｓ２、１１
０－ｓ３、１１０－ｓ４、１１０－ｓ５、１１０－ｓ６、１１０－ｓ７、１１０－ｓ８を
含む。
【００７０】
　前記第１及び第３分割電極１２１ａ、１２１ｂの間の垂直距離ｄ３は、前記第１分割電
極１２１ａと隣接する前記隔壁１４０の第１部分と前記第１分割電極１２１ａとの間の垂
直距離ｄ４及び前記第３分割電極１２１ｂと隣接する前記隔壁１４０の第２部分と前記第
３分割電極１２１ｂとの間の垂直距離ｄ４の２倍に該当する。
【００７１】
　また、前記第２及び第４分割電極１２２ａ、１２２ｂの間の垂直距離ｄ５は、前記第２
分割電極１２２ａと隣接する前記隔壁１４０の第３部分と前記第２分割電極１２２ａとの
間の垂直距離ｄ６及び前記第４分割電極１２２ｂと隣接する前記隔壁１４０の第４部分と
前記第４分割電極１２２ｂとの間の垂直距離ｄ６の２倍に該当する。
【００７２】
　このように、前記反射部１１０を、前記メーン反射部１１０－ｍ及び第１～第８のサブ
反射部１１０－ｓ１、１１０－ｓ２、１１０－ｓ３、１１０－ｓ４、１１０－ｓ５、１１
０－ｓ６、１１０－ｓ７、１１０－ｓ８に分割すれば、前記電気泳動粒子１５２の移動距
離の偏差及び移動時間を減少させることができる。
【００７３】
　図７Ｄを参照すれば、前記第２電極１２０は、第１方向Ｄ１に延長され、前記第２方向
Ｄ２に対して垂直に配置された第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、
１２１ｃ、１２１ｄ、及び、前記第２方向Ｄ２に延長され、前記第１方向Ｄ１に対して垂
直に配置された第２、第４、及び第７分割電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃを含む。
【００７４】
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　前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは、
前記第２方向ｄ２に第１の間隔ｄ７だけ離して配置され、前記第２、第４、及び第７分割
電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃは、前記第１方向ｄ１に第２の間隔ｄ８だけ離して配
置される。
【００７５】
　前記第１の間隔ｄ７は、前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、
１２１ｃ、１２１ｄの中で最外部に位置する第１分割電極１２１ａとこれに隣接し、平行
な前記隔壁１４０の第１部分との間の間隔ｄ９の２倍に該当する。また、前記第２間隔ｄ
８は、前記第２、第４、及び第７分割電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃの中で最外部に
位置する第７分割電極１２２ｃとこれに隣接し、平行な前記隔壁１４０の第４部分との間
の間隔ｄ１０の２倍に該当する。
【００７６】
　したがって、前記第２電極１２０を図７Ｄの形状とすることにより、前記電気泳動粒子
１５２の移動距離の偏差及び移動時間を減少させることができる。
【００７７】
　図７Ｅを参照すれば、前記第２電極１２０は、第１方向Ｄ１に延長され、前記第２方向
Ｄ２に対して垂直に配置された第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、
１２１ｃ、１２１ｄ、及び、前記第２方向Ｄ２に延長され、前記第１方向Ｄ１に対して垂
直に配置された第２、第４及び第７分割電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃを含む。
【００７８】
　前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは、
前記第２、第４、第７分割電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃと電気的に絶縁されてもよ
い。この場合、前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、
１２１ｄは、互に電気的に接続され、前記第２、第４及び第７分割電極１２２ａ、１２２
ｂ、１２２ｃは互に電気的に接続されるとよい。また、前記第１、第３、第５及び第６分
割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは、前記第２、第４、第７分割電極１２
２ａ、１２２ｂ、１２２ｃと電気的に絶縁されるために、前記第２、第４、第７分割電極
１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃと他の層の上に具備されるとよい。
【００７９】
　前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄへ第
１電圧が印加されれば、前記第２、第４及び第７分割電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ
には、前記第１電圧と他の第２電圧とが印加され得る。
【００８０】
　図８Ａ乃至図８Ｄは、本発明の実施形態による第１電極の構造を示した平面図である。
【００８１】
　図８Ａを参照すれば、前記隔壁１４０によって定義された画素領域ＰＡ内には平面から
見る時、長方形形状を有する前記第１電極１６０が具備される。前記第１電極１６０は前
記画素領域ＰＡ全体をカバーするように前記画素領域ＰＡの全面に形成される。
【００８２】
　前記隔壁１４０と前記反射部１１０との間の離隔空間Ｒｓ（図１に図示される）に収容
された電気泳動粒子１５０（図１に図示される）は、電界の方向が変更されれば、前記第
１電極１６０側へ移動する。この時、前記第１電極１６０側へ移動された前記電気泳動粒
子１５０が前記第１電極１６０に全体的に散布されれば、画素は光漏れ現象（ｌｉｇｈｔ
　ｌｅａｋａｇｅ　ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ）を起こすことなく、ブラック階調を表示する
ことができる。
【００８３】
　したがって、本発明の他の実施形態としてブラック駆動の時、前記電気泳動粒子１５２
が前記画素領域ＰＡで均一に散布されるようにする構造を提示する。
【００８４】
　図８Ｂを参照すれば、本発明の他の実施形態による第１電極１６０は、第３方向Ｄ３に
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互に平行に延長された第１及び第２メーン電極１６１、１６２、前記第１メーン電極１６
１から分岐されて第４方向Ｄ４に延長された複数の第１サブ電極１６３、及び前記第２メ
ーン電極１６２から分岐されて前記第４方向Ｄ４と反対である第５方向Ｄ５に延長された
複数の第２サブ電極１６４を含む。
【００８５】
　前記第１サブ電極１６３は、前記第３方向Ｄ３に対して垂直に等間隔に配置され、前記
第２サブ電極１６４は、前記第３方向Ｄ３に対して垂直に等間隔に配置される。前記第１
サブ電極１６３と前記第２サブ電極１６４とは前記第３方向Ｄ３に互に交互に配置される
。
【００８６】
　本実施形態で、前記第１サブ電極１６３の各々は、隣接する２つの第２サブ電極１６４
と同一な間隔に離隔されるとよい。
【００８７】
　図８Ｃを参照すれば、前記第１サブ電極１６３各々の幅ｔ１は、前記画素領域ＰＡの中
心部に行くほど、増加し、前記第２サブ電極１６４各々の幅ｔ２も、前記画素領域ＰＡの
中心部に行くほど、増加してもよい。したがって、互に隣接する２つの第１サブ電極１６
３の間の離隔距離は、前記中心部に行くほど減少し、互に隣接する２つの第２サブ電極１
６４の間の間隔も、前記中心部に行くほど、減少する。
【００８８】
　前記サブ電極１６３、１６４の間の間隔が前記中心部に行くほど、狭くなると、前記中
心部での電界の強さを増加させることができる。このように、前記サブ電極１６３、１６
４の間の間隔を調節して前記画素領域ＰＡの位置にしたがって電界の強さを調節でき、そ
の結果、前記電気泳動粒子１５２を前記画素領域ＰＡに対して均一に分布させることがで
きる。前記幅ｔ１、ｔ２は、前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４の長さ方向に垂直
な方向の距離である。
【００８９】
　図８Ｄを参照すれば、前記第１分割電極１６５の各々は、少なくとも１回以上折曲され
た形状を有する。具体的に、前記第１分割電極１６５の各々は、前記第１メーン電極１６
１と平行な複数の第１電極部１６５ａ及び互に隣接する２つの第１電極部１６５ａを連結
する複数の第２電極部１６５ｂを含む。前記第１電極部１６５ａは、前記第４方向Ｄ４に
前記第２電極部１６５ｂと交差する。
【００９０】
　一方、前記第２分割電極１６６の各々は、前記第２メーン電極１６２と平行な複数の分
岐電極１６６ａを含み、前記分岐電極１６６ａの各々は、互に隣接する２つの第１電極部
１６５ａの間に配置される。前記第１電極部１６５ａは、前記第５方向Ｄ５に前記分岐電
極１６６ａと交差する。
【００９１】
　したがって、ブラック駆動の時、前記電気泳動粒子１５２を前記画素領域ＰＡに均一に
分布させ、その結果、前記表示装置１００のブラック特性を向上させることができる。
【００９２】
　図９は、本発明の他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。但し、図９に
図示された構成要素の中で図１に図示された構成要素と同一の構成要素に対しては同一の
参照符号を併記し、それに対する具体的な説明は省略する。図９の電気泳動表示装置２０
０は、図７Ｂに図示された第２電極１２１／１２２及び図８Ａに図示された第１電極１６
０を具備する。
【００９３】
　図９を参照すれば、前記電気泳動表示装置２００は各画素領域ＰＡに具備された第１乃
至第４サブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄを含む。しかし、図９には図
７Ｂにおいて前記第１及び第２サブ反射部１１０ａ、１１０ｂのみが見える断面を図示し
た。前記第１及び第２サブ反射部１１０ａ、１１０ｂの間には離隔空間Ｒｓが提供され、
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前記離隔空間Ｒｓに対応して前記第２電極１２１／１２２が具備される。
【００９４】
　前記第１電極１６０へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第２電極１２１／１２２へ１５
Ｖの駆動電圧が印加されれば、（＋）極性を有する前記電気泳動粒子１５２は前記第１電
極１６０側へ移動する。したがって、前記画素は、ブラック階調を表示することができる
。
【００９５】
　一方、前記第１電極１６０へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第２電極１２１／１２２
へ－１５Ｖの駆動電圧が印加されれば、（－）極性を有する前記電気泳動粒子１５２は、
前記第２電極１２１／１２２側へ移動する。したがって、前記画素はホワイト階調を表示
することができる。
【００９６】
　ここで、第１電極１６０は透明電極でなされ、前記第２電極１２１／１２２は透明電極
又は不透明電極で形成される。他の実施形態において、前記第２電極１２１／１２２は反
射特性を有しない電極であってもよい。
【００９７】
　図１０は、本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。図１０
の電気泳動表示装置２１０は、図７Ｂに図示された第２電極１２１、１２２及び図８Ｂに
図示された第１電極１６３、１６４を具備する。
【００９８】
　図１０を参照すれば、前記電気泳動表示装置２００は、各画素領域ＰＡに具備された第
１乃至第４サブ反射部１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄを含む。しかし、図１０
には図７Ｂにおいて前記第１及び第２サブ反射部１１０ａ、１１０ｃのみが見える断面を
図示した。前記第１及び第２サブ反射部１１０ａ、１１０ｃの間には離隔空間Ｒｓが提供
され、前記離隔空間Ｒｓに対応して前記第２電極１２１／１２２が具備される。
【００９９】
　前記第１電極１６０は、互に交互に配置される複数の第１サブ電極１６３及び複数の第
２サブ電極１６４を含む。前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４には同一の電圧が印
加される。
【０１００】
　前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第２電極
１２１／１２２へ１５Ｖの駆動電圧が印加されれば、（＋）極性を有する前記電気泳動粒
子１５２は前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４側へ移動する。したがって、前記画
素はブラック階調を表示することができる。ここで、前記第１乃至第４サブ反射部１１０
ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄには電圧が印加されない。
【０１０１】
　一方、前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第
２電極１２１／１２２へ－１５Ｖの駆動電圧が印加されれば、（－）極性を有する前記電
気泳動粒子１５２は前記第２電極１２１／１２２側へ移動する。したがって、前記画素は
ホワイト階調を表示することができる。
【０１０２】
　ここで、第１電極１６０は透明電極で形成され、前記第２電極１２１／１２２は透明電
極又は不透明電極で形成されるとよい。他の実施形態において、前記第２電極１２１／１
２２は反射特性を有しない電極であってもよい。
【０１０３】
　図１１は本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。図１１の
電気泳動表示装置２２０は、図７Ｃに図示された第２電極及び図８Ｂに図示された第１電
極１６３、１６４を具備する。
【０１０４】
　図１１を参照すれば、前記電気泳動表示装置２２０は各画素領域ＰＡに具備された複数
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のサブ反射部を含む。前記複数のサブ反射部の間には離隔空間Ｒｓが提供され、前記離隔
空間Ｒｓに対応して前記第２電極１２０が具備される。
【０１０５】
　前記第１電極１６０は交互に配置される複数の第１サブ電極１６３及び複数の第２サブ
電極１６４を含む。前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４には同一の電圧が印加され
る。
【０１０６】
　前記第２電極１２０は、図７Ｃに示したように第１乃至第４分割電極１２１ａ、１２１
ｂ、１２２ａ、１２２ｂを含む。また、前記第１乃至第４分割電極１２１ａ、１２１ｂ、
１２２ａ、１２２ｂは互に電気的に接続される。したがって、前記第１乃至第４分割電極
１２１ａ、１２１ｂ、１２２ａ、１２２ｂには互に同一の大きさの電圧を印加することが
できる。
【０１０７】
　前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第２電極
１２０へ１５Ｖの駆動電圧が印加されれば、（＋）極性を有する前記電気泳動粒子１５２
は前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４側へ移動する。したがって、前記画素はブラ
ック階調を表示することができる。ここで、前記複数のサブ反射部には電圧が印加されな
い。
【０１０８】
　一方、前記第１及び第２サブ電極１６３、１６４へ０Ｖの基準電圧が印加され、前記第
２電極１２０へ－１５Ｖの駆動電圧が印加されれば、（－）極性を有する前記電気泳動粒
子１５２は前記第２電極１２０側へ移動する。したがって、前記画素はホワイト階調を表
示することができる。
【０１０９】
　図１２は、本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。図１２
の電気泳動表示装置２２０は、図７Ｅに図示された第２電極及び図８Ｂに図示された第１
電極１６３、１６４を具備する。
【０１１０】
　図１２を参照すれば、前記第２電極１２０は、図７Ｅに示したように、第１、第３、第
５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄ、第２、第４及び第７分割
電極１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃを含む。また、前記第１、第３、第５及び第６分割電
極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは前記第２、第４及び第７分割電極１２２ａ
、１２２ｂ、１２２ｃと電気的に絶縁されるとよい。前記第１、第３、第５及び第６分割
電極１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄと前記第２、第４及び第７分割電極１２２
ａ、１２２ｂ、１２２ｃとが互に絶縁されれば、前記第１、第３、第５及び第６分割電極
１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ、１２１ｄと前記第２、第４及び第７分割電極１２２ａ、
１２２ｂ、１２２ｃとには互に異なる大きさの電圧を印加することができる。
【０１１１】
　図１２に示したように、前記第１、第３、第５及び第６分割電極１２１ａ、１２１ｂ、
１２１ｃ、１２１ｄには－１５Ｖの駆動電圧を印加し、前記第２、第４及び第７分割電極
１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃには＋１５Ｖの電圧を印加すれば、同一の画素領域内に、
前記電気泳動粒子１５２の中で一部は前記第２電極１２０側へ移動し、前記電気泳動粒子
１５２の中で一部は前記第１電極１６０側へ移動する。したがって、前記第２電極１２０
が互に電気的に絶縁されて互いに異なる電圧が印加される２つのグループに分割されれば
、前記画素は中間階調を表示することができる。
【０１１２】
　ここで、第１電極１６０は透明電極で形成され、前記第２電極１２は透明電極又は不透
明電極で形成されるとよい。他の実施形態において、前記第２電極１２０は反射特性を有
しない電極であってもよい。
【０１１３】
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　図１３は、本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の断面図である。
【０１１４】
　図１３を参照すれば、本発明のその他の実施形態に係る電気泳動表示装置２３０は、第
１電極１７０が前記反射部１１０の上に具備されることを除き、図１に図示された表示装
置１００と同じである。
【０１１５】
　具体的に、前記第１電極１７０は、前記反射部１１０の最上層である色発現層１１２の
上に具備されるとよい。
【０１１６】
　図１４は、本発明のその他の実施形態による電気泳動表示装置の１つの画素を示した斜
視図であり、図１５は図１４に図示されたＩ－Ｉ｀に沿って切断した断面図である。
【０１１７】
　図１４及び図１５を参照すれば、電気泳動表示装置の各画素１３０は、具備された第１
基板１０１、前記第１基板１０１と対向する第２基板１０２、前記第１基板１０１と前記
第２基板１０２との間に介在する電気泳動物質１５０、及び前記第２基板１０２側に具備
された第１電極１６０を含む。前記各画素１３０は、前記第１基板１０１と前記第２基板
１０２との間に介在し、前記各画素１３０が具備された画素領域ＰＡを区画する隔壁をさ
らに含む。
【０１１８】
　前記電気泳動物質１５０は、誘電性溶媒１５１及び前記誘電性溶媒内に分散された複数
の電気泳動粒子１５２を含む。前記電気泳動粒子１５２は、白色、黒色、赤色、緑色又は
青色等のカラーで着色された粒子であるとよい。前記電気泳動粒子１５２は、２つの基板
１０１、１０２の間に形成された電界の方向に沿って移動する特性を有する。
【０１１９】
　前記複数の画素１３０の各々は、反射部１１０及び第２電極１２０で形成される。具体
的に、前記反射部１１０は、前記第１基板１０１の上に具備され、３つの層が積層された
構造で形成されるとよい。
【０１２０】
　具体的に、前記反射部１１０は、光を反射する反射層１１１、前記反射された光を散乱
及び透過させる色発現層１１２、及び前記色発現層１１２と前記反射層１１１との間に介
在された中間層１１３を含む。
【０１２１】
　本発明の一例として、前記反射層１１１は、アルミニウムＡｌのように反射率が高い物
質からなるとよい。また、前記反射層１１１は、約０．１μmの厚さを有するとよい。
【０１２２】
　前記色発現層１１２は、白色のフォトレジスターで形成されるとよい。本発明の一例と
して、前記白色のフォトレジスターは、およそ２．８９の屈折率を有するチタン酸化膜Ｔ
ｉＯ２から形成されるとよい。また、前記色発現層１１２の上部表面は、エンボシング構
造１１２ｃを有するとよい。前記色発現層１１２の上部表面がエンボシング構造１１２ｃ
を有すれば、前記色発現層１１２の表面積が増加し、その結果、ホワイト駆動の時、輝度
を増加させることができる。
【０１２３】
　一方、前記中間層１１３は、前記色発現層１１２より低い屈折率を有する物質で形成さ
れる。本発明の一例として、前記中間層１１３は、透明無機膜、透明有機膜及び透明導電
膜の中で少なくとも１つの層で形成されるとよい。前記透明無機膜は、シリコン窒化膜Ｓ
ｉＮｘ又はシリコン酸化膜ＳｉＯｘから形成されるとよい。前記透明有機膜は、アクリル
系樹脂等で形成されるとよい。また、前記透明導電膜は、インジウムスズ酸化物ＩＴＯ又
はインジウムジンク酸化物ＩＺＯから形成されるとよい。
【０１２４】
　本発明の一実施形態において、前記反射部１１０には、所定の深さを有し、前記電気泳
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動粒子１５２を収容する収容溝Ｒ０が形成される。前記収容溝Ｒ０は、前記反射部１１０
を貫通して形成し、前記第１基板１０１の一部を露出するホールであるとよい。前記収容
溝Ｒ０によって第１基板１０１の一部分が露出された場合、前記露出された第１基板１０
１の上には前記第２電極１２０が具備される。前記収容溝Ｒ０は、前記反射部１１０物質
が除去された領域として開口部と見なされ、前記反射部１１０は前記収容溝Ｒ０の形状を
定める役割をする。
【０１２５】
　前記第２電極１２０は、前記反射部１１０の前記反射層１１１と同一な物質即ち、アル
ミニウムＡｌから形成されるとよい。他の実施形態として、前記第２電極１２０は、透明
導電膜、例えば、ＩＴＯから形成されるか、或いは前記アルミニウムＡｌとＩＴＯの２重
膜で形成されることもあり得る。
【０１２６】
　本発明の一例として、前記電気泳動粒子１５２は黒色粒子で形成され、この場合、前記
電気泳動粒子１５２はカーボンブラックで形成されるとよい。
【０１２７】
　前記電気泳動粒子１５２が（＋）極性を有する場合、前記第１電極１６０へ第１電圧が
印加され、前記第２電極１２０へ第１電圧より高い第２電圧が印加されれば、前記電気泳
動粒子１５２は前記第１電極１６０側へ移動する。また、前記電気泳動粒子１５２が（＋
）極性を有する場合、前記第１電極１６０へ第１電圧が印加され、前記第２電極１２０へ
第１電圧より低い第３電圧が印加されれば、前記電気泳動粒子１５２は前記第２電極１２
０側へ移動して前記収容溝Ｒ０に収容される。
【０１２８】
　一方、前記電気泳動粒子１５２が（－）極性を有する場合はこれと反対に動作する。
【０１２９】
　図１６Ａ乃至図１６Ｃは、反射部に提供される収容溝の形状を示した平面図である。
【０１３０】
　図１６Ａ乃至図１６Ｃを参照すれば、反射部１１０には星形状、六角形状又は方形形状
の収容溝Ｒ０１、Ｒ０２、Ｒ０３が提供されてもよい。前記収容溝Ｒ０１、Ｒ０２、Ｒ０

３は、前記形状の以外にも多様な形状を有することができる。
【０１３１】
　図１７は本発明の他の実施形態による画素の断面図である。
【０１３２】
　図１７を参照すれば、本発明の他の実施形態による画素１３１は収容溝Ｒ０を有する反
射部１１０ａ及び前記収容溝Ｒ０に対応して具備される前記第２電極１２０を含む。
【０１３３】
　前記反射部１１０ａは反射層１１１、前記反射層１１１の上に具備された中間層１１３
及び前記中間層１１３上に具備された色発現層１１２を含む。前記反射層１１１と前記中
間層１１３とは前記収容溝Ｒ０に対応する領域から除去される。前記中間層１１３は前記
収容溝Ｒ０と隣接する切断面１１３ｃが傾いた形状を有する。具体的に、前記中間層１１
３の底面１１３ｄと前記切断面１１３ｃとがなす内角は鋭角になされる。
【０１３４】
　一方、前記色発現層１１２は、前記中間層１１３の上面及び前記中間層１１３の切断面
１１３ｃをカバーする。また、前記色発現層１１２は前記収容溝Ｒ０に対応する領域で除
去されて前記第１基板１０１を露出させる。露出された前記第１基板１０１上には前記第
２電極１２０が形成される。
【０１３５】
　前記色発現層１１２もやはり前記収容溝Ｒ０に隣接する切断面１１２ｄが傾いた形状を
有するとよい。したがって、前記収容溝Ｒ０は、直径ｄ１が前記第１基板１０１の表面か
ら遠くなるほど、漸次的に増加する形態に形成されるとよい。また、前記色発現層１１２
の前記切断面１１２ｄは前記第２電極１２０の断面と接するとよい。
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【０１３６】
　図１７に示したように、前記収容溝Ｒ０を定義する前記反射部１１０ａの側壁が傾いた
構造を有することによって、前記第１及び第２基板１０１、１０２の間の電界分布が全体
的に均一になる。また、前記収容溝Ｒ０の全体体積が増加して、前記収容溝Ｒ０に収容で
きる電気泳動粒子１５２の個数を増加させることができる。
【０１３７】
　図１８は、本発明の他の実施形態による画素の断面図である。
【０１３８】
　図１８を参照すれば、本発明の他の実施形態による画素１３２は、収容溝Ｒ０を有する
反射部１１０ｂ及び前記収容溝Ｒ０に対応して具備される前記第２電極１２０を含む。
【０１３９】
　前記反射部１１０ｂは、反射層１１１、前記反射層１１１上に具備された中間層１１３
、及び前記中間層１１３の上に具備された色発現層１１２を含む。前記反射層１１１は前
記収容溝Ｒ０に対応する領域から除去されて前記第１基板１０１の表面を露出させる。
【０１４０】
　前記中間層１１３は前記反射層１１１の上面及び前記収容溝Ｒ０を通じて露出された前
記第１基板１０１の表面上に形成される。前記中間層１１３は前記反射層１１１が除去さ
れた領域で所定深さに陥没されて前記収容溝Ｒ０の形状を定めることができる。ここで、
前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中間層１１３の側壁は、テーパー形状を有するとよい
。
【０１４１】
　一方、前記第２電極１２０は前記収容溝Ｒ０に対応して前記中間層１１３の上に形成さ
れる。本発明の一例として、前記第２電極１２０は前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中
間層１１３の側壁をカバーすることができる。また、前記第２電極１２０は均一な厚さに
形成されて前記収容溝Ｒ０をふさがない。
【０１４２】
　前記色発現層１１２は、前記中間層１１３の上に具備され、前記収容溝Ｒ０に対応して
前記第２電極１２０を露出させるように除去される。前記収容溝Ｒ０に隣接する前記色発
現層１１２の切断面１１２ｄは傾いた形状を有するとよい。また、前記色発現層１１２の
前記切断面１１２ｄは前記第２電極１２０の終端面１２０ａと接するとよい。
【０１４３】
　前記色発現層１１２の上部はエンボシング構造１１２ｃを有するとよい。
【０１４４】
　図１８に示したように、前記第２電極１２０が、前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中
間層１１３の側壁をカバーするように形成されれば、前記第１及び第２基板１０１、１０
２の間の電界分布が均一になる。
【０１４５】
　図１９は本発明の他の実施形態による画素の断面図である。但し、図１９に図示された
構成要素の中で図１８に図示された構成要素と同一の構成要素に対しては同一の参照符号
を併記し、それに対する具体的な説明は省略する。
【０１４６】
　図１９を参照すれば、前記色発現層１１２は前記中間層１１３の上に具備される。具体
的に、前記色発現層１１２は前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中間層１１３のテーパー
された側壁を全体的にカバーする。
【０１４７】
　一方、前記第２電極１２０は、前記収容溝Ｒ０に対応して前記中間層１１３の上に形成
される。本発明の一例として、前記第２電極１２０の両端部は、前記色発現層１１２の切
断面１１２ｄを部分的にカバーするように延長されるとよい。
【０１４８】
　図２０は本発明のその他の実施形態による画素の断面図である。
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【０１４９】
　図２０を参照すれば、前記反射層１１１と前記中間層１１３とは前記収容溝Ｒ０に対応
する領域から除去されて前記第１基板１０１の表面を露出させる。前記中間層１１３は前
記反射層１１１の切断面をカバーし、前記収容溝Ｒ０の形状を定める切断面１１３ｃが傾
いた形状を有する。
【０１５０】
　前記第２電極１２０は、前記露出された第１基板１０１の表面及び前記中間層１１３の
切断面１１３ｃの上に形成される。前記第２電極１２０は均一な厚さに形成されて前記収
容溝Ｒ０をふさがない。
【０１５１】
　一方、前記色発現層１１２は前記中間層１１３の上面及び前記切断面１１３ｃをカバー
する。また、前記色発現層１１９は前記収容溝Ｒ０に対応する領域から除去されて前記第
２電極１２０を露出させる。前記収容溝Ｒ０に隣接する前記色発現層１１２の切断面１１
２ｄは傾いた形状を有することができる。また、前記色発現層１１２の前記切断面１１２
ｄは前記第２電極１２０の終端面１２０ａと接するとよい。
【０１５２】
　前記色発現層１１２の上部はエンボシング構造１１２ｃを有するとよい。
【０１５３】
　図２０に示したように、前記第２電極１２０が前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中間
層１１３の切断面１１３ｃをカバーするように形成すれば、前記第１及び第２基板１０１
、１０２の間の電界分布が均一になる。
【０１５４】
　図２１は本発明のその他の実施形態による画素の断面図である。但し、図２１に図示さ
れた構成要素の中で図２０に図示された構成要素と同一の構成要素に対しては同一の参照
符号を併記し、それに対する具体的な説明は省略する。
【０１５５】
　図２１を参照すれば、前記色発現層１１２は前記中間層１１３の上に具備される。具体
的に、前記色発現層１１２は前記収容溝Ｒ０の形状を定める前記中間層１１３のテーパー
された切断面１１３ｃを全体的にカバーする。
【０１５６】
　一方、前記第２電極１２０は、前記収容溝Ｒ０に対応して前記中間層１１３の上に形成
される。本発明の一例として、前記第２電極１２０の両端部は、前記色発現層１１２の切
断面１１２ｄを部分的にカバーするように延長されるとよい。
【０１５７】
　図２２Ａ及び図２２Ｂは、第２電極の異なる形状における前記第１及び第２基板の間の
水平電界分布を示した波形図である。但し、図２２Ａは、図１７に図示された画素の水平
電界分布を示した波形図であり、図２２Ｂは図２０に図示された画素の水平電界分布を示
した波形図である。
【０１５８】
　図２２Ａ及び図２２Ｂを参照すれば、前記第１及び第２基板１０１、１０２の間の水平
電界分布は、前記第２電極１２０の両端部が前記第１基板１０１の表面上に位置する場合
より、前記第２電極１２０の両端部が前記中間層１１３の切断面１１３ｃを部分的にカバ
ーするように延長される場合に均一に表れる。したがって、ブラック駆動の時前記電気泳
動粒子が前記第１電極側に均一に分布でき、その結果、ブラック駆動の時、光漏れ等を防
止することができる。
【０１５９】
　図２３Ａ及び図２３Ｂは第２電極の異なる形状における前記第１及び第２基板の間の垂
直電界分布を示した波形図である。但し、図２３Ａは、図１７に図示された画素の垂直電
界分布を示した波形図であり、図２３Ｂは、図２０に図示された画素の垂直電界分布を示
した波形図である。
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【０１６０】
　図２３Ａ及び図２３Ｂを参照すれば、前記色発現層１１２上部での垂直電界は前記第２
電極１２０の両端部が前記中間層１１３の切断面１１３ｃを部分的にカバーするように延
長される場合より前記第２電極１２０の両端部が前記第１基板１０１の表面の上のみに位
置する場合に強く形成される。
【０１６１】
　前記色発現層１１２の上部で垂直電界が強く形成されれば、前記収容溝Ｒ０へ移動でき
なく前記色発現層１１２の上に残留する前記電気泳動粒子１５２の量が増加することにな
る。したがって、ホワイト駆動の時、輝度が低下される問題が発生する。
【０１６２】
　したがって、ブラック及びホワイト駆動の時、表示特性及び輝度特性を向上させるため
に前記中間層１１３の切断面１１３ｃを部分的にカバーするように前記第２電極１２０の
両端部を延長させるとよい。
【０１６３】
　以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練された当業者は、下記の特
許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に
修正及び変形できることは理解できるはずである。
【符号の説明】
【０１６４】
　１００    電気泳動表示装置
　１０１    第１基板
　１０２    第２基板
　１１０    反射部
　１２０    第２電極
　１３０    画素
　１４０    隔壁
　１５１    誘電性溶媒
　１５２    電気泳動粒子
　１６０    第２電極
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